
川崎市立学校施設使用規則等の一部を改正する

規則の制定について

議案第５４号



川崎市立学校施設使用規則等の一部を改正する規則 

（川崎市立学校施設使用規則の一部改正） 

第１条 川崎市立学校施設使用規則（昭和２７年川崎市教育委員会規則第３

号）の一部を次のように改正する。 

第１号様式を次のように改める。 
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 第１号様式 

押 印 欄

学校施設使用許可申請書 

 年  月  日

 （宛先）川崎市教育委員会                       

申請人 

住   所                  

団 体 名                 

氏   名                 

生年月日     年  月  日  

性 別  男 ・ 女 

電   話                 

次のとおり申請します。なお、この申請書の記載事項について事実と相違な
いこと及び川崎市立学校施設使用規則第５条の２第２項に規定する暴力団等で
ないことを誓約します。 
 また、上記のものでないことを確認するため、川崎市が、本様式に記載され
た個人情報を神奈川県警察本部に照会することについて同意します。 

学   校   名 川崎市立         学校 

施   設   名 □教室  □体育館  □校庭   □その他（     ） 

日       時    年   月    日    時 ～   時 

目的行事内容  

参 集 人 員 人 入 場 料 □有（     ）□無 

主 催 団 体 名 

代 表 者 氏 名 

参 考 事 項 案内状   プログラム   入場券   客員券 

その他関係資料添付のこと 

※ 上記については、学校教育上及び施設管理上支障がありません。 

年  月  日

川崎市立     学校長      印

教育委員  年  月  日 

会 受 付 

決裁   年  月  日 川崎市教育委員会 

指令第    号 

（注）※は学校において記入します。

団体にあっては、主たる事務所の所在地、

名称並びに代表者の氏名、生年月日及び性別 
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（川崎市立高等学校の授業料等及び川崎市立川崎高等学校附属中学校の入学

選考料の徴収に関する条例施行規則の一部改正） 

第２条 川崎市立高等学校の授業料等及び川崎市立川崎高等学校附属中学校の

入学選考料の徴収に関する条例施行規則（昭和３１年川崎市教育委員会規則

第４号）の一部を次のように改正する。 

  第１号様式（１）及び第１号様式（２）中「あて先」を「宛先」に、 

 「 

  氏 名                  印 

                        」 

 を 

 「 

  氏 名                    

                        」 

 に改める。 

（川崎市博物館の登録等に関する規則の一部改正） 

第３条 川崎市博物館の登録等に関する規則（平成２７年川崎市教育委員会規

則第４号）の一部を次のように改正する。 

  第２号様式中「川崎市教育委員会 様」を「（宛先）川崎市教育委員会」

に、 

 「 

申請者名          

              」 

 を 

 「 

申請者名 
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連 絡 先           

              」 

 に改める。 

  第６号様式中「川崎市教育委員会 様」を「（宛先）川崎市教育委員会」

に、 

 「 

届出者名             

                 」 

 を 

 「 

届出者名 

  連 絡 先              

                   」 

 に、「あつた」を「あった」に改める。 

  第７号様式中「川崎市教育委員会 様」を「（宛先）川崎市教育委員会」

に、 

 「 

届出者名             

                 」 

 を 

 「 

届出者名 

  連 絡 先              

                   」 

 に改める。 
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  第８号様式中「川崎市教育委員会 様」を「（宛先）川崎市教育委員会」

に、 

 「 

報告者氏名           

                」 

 を 

 「 

報告者氏名 

連 絡 先            

                」 

 に、「至つた」を「至った」に改める。 

（川崎市文化財保護条例施行規則の一部改正） 

第４条 川崎市文化財保護条例施行規則（昭和３４年川崎市教育委員会規則第

２号）の一部を次のように改正する。 

  第８条の見出し中「又はき損」を「、毀損」に改め、同条中「滅失、き損

、亡失した」を「滅失し、毀損し、又は亡失した」に、「市指定文化財の滅

失・き損・亡失届」を「市指定文化財の滅失・毀損・亡失届」に改める。 

  第１１条第２項中「保持者の心身故障届」を「保持者心身故障届」に改め

る。 

  第１２条中「文化財指定書再交付申請書」を「文化財指定書・認定書再交

付申請書」に改める。 

  様式目次中 
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「 

5 市指定文化財の滅失・き損・亡失届 8 

6 ～ 1 所在変更申告書 9 

6 ～ 2 所有者変更申告書 9 

                                  」 

を 

「 

5 市指定文化財の滅失・毀損・亡失届 8 

6(1) 所在変更申告書 9 

6(2) 所有者変更申告書 9 

                                 」 

に、 

「 

8 ～ 1 保持者住所・氏名変更届 11 

8 ～ 2 保持者心身故障届 11 

8 ～ 3 保持者死亡届 11 

                                 」 

を 

「 

8(1) 保持者住所・氏名変更届 11 

8(2) 保持者心身故障届 11 

8(3) 保持者死亡届 11 

                                 」 

に改める。 

  第１号様式中「あて先」を「宛先」に、 

 「 
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氏 名        印 

            」 

 を 

 「 

氏 名          

  連絡先          

              」 

 に、「，川崎市重要」を「、市重要」に改める。 

  第３号様式から第５号様式までを次のように改める。 
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 第３号様式 

(表) 
(

認
定
番
号)

 

認

定

書

住
所

氏
名右

の
者
を
川
崎
市
文
化
財
保

護
条
例(

昭
和
三
十
四
年
八
月
川

崎
市
条
例
第
二
十
四
号)

に
基
づ

き
市
重
要
習
俗
技
芸

の
保
持
者
に
認
定
し
ま
す

年

月

日

川
崎
市
教
育
委
員
会

(裏) 

注

意次
の
各
号
に
該
当
す
る
と
き
は
、
こ
の
認
定
書
を

届
出
書
と
と
も
に
川
崎
市
教
育
委
員
会
に
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

一

保
持
者
が
住
所
又
は
氏
名
を
変
更
し
た
と
き
。

二

保
持
者
が
心
身
の
故
障
に
よ
り
保
持
者
と
し
て
の

技
能
を
発
現
で
き
な
く
な
り
、
又
は
他
に
伝
授
す
る

こ
と
が
困
難
に
な
っ
た
と
き
。

三

保
持
者
が
死
亡
し
た
と
き
。

四

川
崎
市
文
化
財
保
護
条
例
第
六
条
に
掲
げ
る
各
号

の
一
に
該
当
し
た
と
き
。
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第４号様式 

経 費 補 助 申 請 書 

  年  月  日 

(宛先)川崎市教育委員会 

申請者  

住 所          

氏 名          

連絡先          

 川崎市文化財保護条例第10条の規定により指定の文化財の(管理・修復・復旧)

に要する経費の補助を次のとおり申請します。 

種 別

名 称

所 有 者

 代表者又は

保 持 者

事 業 の 内 容

総 経 費

補 助 対 象 経 費

補 助 申 請 額

(希 望 額) 

補 助 申 請

理 由

  教育委員会受付

  月  日

添付書類 事業計画書 歳入歳出予算書 工事設計書 
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 第５号様式 

市指定文化財の

滅失 

毀損 

亡失 

届 

  年  月  日 

(宛先)川崎市教育委員会 

住 所          

氏 名          

連絡先          

 次のとおり届け出ます。 

種別及び名称

指 定 年 月 日     年    月    日 

事 故 の

概 要

そ の 他 参 考

と な る 事 項

  教育委員会受付 

  月  日

注 1 毀損の場合は、毀損の状況を示す写真を添付してください。 

  2 滅失又は亡失の場合は、文化財指定書を添付してください。 

-10-



  第６号様式（１）中「あて先」を「宛先」に、 

 「 

氏 名（名称）        印 

                  」 

 を 

 「 

氏 名（名称）          

  連絡先              

                  」 

 に改める。 

  第６号様式（２）から第９号様式までを次のように改める。 
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第６号様式（２） 

所 有 者 変 更 申 告 書 

  年  月  日 

(宛先)川崎市教育委員会 

所 有 者 氏 名         

  新たに所有しよう

と す る 者 の 氏 名

 次のとおり変更したいので申告します。 

種 別 及 び 名 称

指 定 年 月 日       年      月      日

修理などで市から

受けた 補 助金 額と

受領年月日 

円 

   年   月   日 受 領 

所有者 (代表者 )の

氏名(名称)、連絡先

及 び 住 所

氏 名 連絡先 

住 所 

新 た に所有しよう

と す る 者 の 氏 名

( 名 称 ) 、 連 絡 先

及 び 住 所

氏 名 連絡先 

住 所 

変 更 予 定 年 月 日       年      月     日

変 更 の 理 由

そ の 他 参 考

と な る 事 項

  教育委員会受付 

  月  日

注 文化財指定書を添付してください。 
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第７号様式 

現 状 変 更 申 請 書 

  年  月  日 

(宛先)川崎市教育委員会 

住 所            

氏 名(名称)         

連絡先            

 私の所有する市重要      の現状を次のとおり変更したいので申請しま

す。 

種 別 及 び 名 称

指 定 年 月 日       年      月      日 

現状変更の内容

及 び 方 法

現状変更を必要

と す る 理 由

現 状 変 更 の

技 術 指 導 者

( 又は施工者 )

住 所 

氏 名 経験 

連絡先 

施工の予定期間     年  月  日～    年  月  日 

経 費   教育委員会受付 

  月  日
そ の 他 参 考

と な る 事 項
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 第８号様式（１） 

保 持 者
住 所 

氏 名 
変 更 届 

  年  月  日 

(宛先)川崎市教育委員会 

住 所          

氏 名          

連絡先          

 次のとおり変更したので届け出ます。 

保 持 者
氏 名 

認 定 の 種 別

及 び 名 称

認 定 年 月 日     年    月    日 

新住所 ( 新氏名 )

旧住所 ( 旧氏名 )

変 更 の 年 月 日     年    月    日 

変 更 の

理 由

そ の 他 参 考

と な る 事 項

  教育委員会受付 

  月  日

注 認定書を添付してください。 
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 第８号様式（２） 

保 持 者 心 身 故 障 届 

  年  月  日 

(宛先)川崎市教育委員会 

住 所            

氏 名            

連絡先            

(代理人の場合は本人との続柄) 

 次のとおり届け出ます。 

保 持 者

住 所 

氏 名 

連絡先 

認 定 の 種 別及

び 名 称

病名とその程度

習俗又は技芸の

後継者がいる場

合はその住所、

氏名及び連絡先

住 所 

氏 名 

連絡先 

そ の 他 参 考

と な る 事 項

※記 事 教育委員会受付 

  月  日

注 認定書を添付してください。 

  ※印欄は記入しないでください。 
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 第８号様式（３） 

保 持 者 死 亡 届 

  年  月  日 

(宛先)川崎市教育委員会 

住 所          

氏 名          

連絡先          

(死亡の保持者との続柄) 

 次のとおり届け出ます。 

保 持 者

住 所 

氏 名 

連絡先

認定の種別及び

名 称

認 定 の 年 月日     年    月    日 

死 亡 年 月 日     年    月    日 

習俗又は技芸の

後継者がいる場

合はその住所、

氏名、連絡先及

び経験年数 

住 所 

氏 名 

連絡先 

経験年数 

そ の 他 参 考

と な る 事 項

※記 事 教育委員会受付 

  月  日

注 認定書を添付してください。 

  ※印欄は記入しないでください。 

-16-



 第９号様式 

文化財指定書

認 定 書
再交付申請書 

  年  月  日 

(宛先)川崎市教育委員会 

住 所          

氏 名          

連絡先          

 次のとおり(紛失・亡失・破損・汚損)しましたので再交付を申請します。 

指定の文化財の名称

及 び 員 数
名 称 員 数 

 認定書の場合は

保持者の氏名 
氏 名 

文 化 財 指 定 書
の 記 号 番 号  

認 定 書

記 号 、 番 号 及 び

交 付 年 月 日
    年    月    日 

紛 失

の 年 月 日     年    月    日 
亡 失

破 損

汚 損

紛 失

の 理 由
亡 失

破 損

汚 損

※記 事 教育委員会受付 

   月   日 

注 破損又は汚損の場合は、文化財指定書又は認定書を添付してください。 

  ※印欄は記入しないでください。 
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   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、

当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができ

る。 
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制 定 理 由 

押印の見直しに伴い、所要の整備を行うこと等のため、この規則を制定する

ものである。 
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川崎市立学校施設使用規則の一部を改正する規則新旧対照表 

改正後 改正前 

○川崎市立学校施設使用規則 ○川崎市立学校施設使用規則 

昭和27年６月11日教委規則第３号 昭和27年６月11日教委規則第３号

（第１条～第１１条 略） （第１条～第１１条 略） 

第１号様式 第１号様式 

（以下 略）  （以下 略）
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川崎市立高等学校の授業料等及び川崎市立川崎高等学校附属中学校の入学選考料の徴収に関する条例施行規則の一部を改正する規則新旧対照表 

改正後 改正前 

○川崎市立高等学校の授業料等及び川崎市立川崎高等学校附属中学校の

入学選考料の徴収に関する条例施行規則 

○川崎市立高等学校の授業料等及び川崎市立川崎高等学校附属中学校の

入学選考料の徴収に関する条例施行規則 

昭和31年６月15日教委規則第４号 昭和31年６月15日教委規則第４号

 （第１条～第１４条 略）  （第１条～第１４条 略） 

第１号様式(１) 第１号様式(１) 
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改正後 改正前 

第１号様式(２) 第１号様式(２) 

（以下 略） （以下 略）
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川崎市博物館の登録等に関する規則の一部を改正する規則新旧対照表 

改正後 改正前 

○川崎市博物館の登録等に関する規則 ○川崎市博物館の登録等に関する規則 

平成27年３月17日教委規則第４号 平成27年３月17日教委規則第４号

 （第１条～第１号様式 略）  （第１条～第１号様式 略） 

第２号様式 第２号様式 

（第３号様式～第５号様式 略）  （第３号様式～第５号様式 略）
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改正後 改正前 

第６号様式 第６号様式 
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改正後 改正前 

第７号様式 第７号様式 
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改正後 改正前 

第８号様式 第８号様式 
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川崎市文化財保護条例施行規則の一部を改正する規則新旧対照表 

改正後 改正前 

○川崎市文化財保護条例施行規則 ○川崎市文化財保護条例施行規則 

昭和34年９月22日教委規則第２号 昭和34年９月22日教委規則第２号

 （第１条～第７条 略）  （第１条～第７条 略） 

（滅失、毀損等） （滅失又はき損等） 

第８条 条例第８条第１項に規定する指定の文化財が滅失し、毀損し、又は

亡失したときは、市指定文化財の滅失・毀損・亡失届を提出しなければな

らない。 

第８条 条例第８条第１項に規定する指定の文化財が滅失、き損、亡失した

ときは、市指定文化財の滅失・き損・亡失届を提出しなければならない。

 （第９条～第１０条 略）  （第９条～第１０条 略） 

（保持者の身分等の変更） （保持者の身分等の変更） 

第11条 保持者が住所又は氏名を変更したときは、保持者住所・氏名変更届

に認定書を添えて委員会に届け出なければならない。 

第11条 保持者が住所又は氏名を変更したときは、保持者住所・氏名変更届

に認定書を添えて委員会に届け出なければならない。 

２ 保持者が心身の故障のため保持者としての技能を発現できなくなり、又

は他に伝授することが困難となったときは、すみやかに保持者心身故障届

に認定書を添えて委員会に届け出なければならない。 

２ 保持者が心身の故障のため保持者としての技能を発現できなくなり、又

は他に伝授することが困難となったときは、すみやかに保持者の心身故障

届に認定書を添えて委員会に届け出なければならない。 

３ 保持者が死亡したときは、その相続人又は近親者より保持者死亡届に認

定書を添えて届け出なければならない。 

３ 保持者が死亡したときは、その相続人又は近親者より保持者死亡届に認

定書を添えて届け出なければならない。 

（再交付） （再交付） 

第12条 指定の文化財の所有者が文化財指定書（保持者の場合は認定書）を

紛失し、若しくは亡失し、又は著しく破損若しくは汚損したときは、文化

財指定書・認定書再交付申請書を委員会に提出し再交付をうけることがで

きる。 

第12条 指定の文化財の所有者が文化財指定書（保持者の場合は認定書）を

紛失し、若しくは亡失し、又は著しく破損若しくは汚損したときは、文化

財指定書再交付申請書を委員会に提出し再交付をうけることができる。 

（第１３条 略）  （第１３条 略） 
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改正後 改正前 

様式目次 様式目次 

様式番号 名称 関係条文 

略 

5 市指定文化財の滅失・毀損・亡失届 8 

6(1) 所在変更申告書 9 

6(2) 所有者変更申告書 9 

略 

8(1) 保持者住所・氏名変更届 11 

8(2) 保持者心身故障届 11 

8(3) 保持者死亡届 11 

略 

様式番号 名称 関係条文 

略 

5 市指定文化財の滅失・き損・亡失届 8 

6 ～ 1 所在変更申告書 9 

6 ～ 2 所有者変更申告書 9 

略 

8 ～ 1 保持者住所・氏名変更届 11 

8 ～ 2 保持者心身故障届 11 

8 ～ 3 保持者死亡届 11 

略 
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改正後 改正前 

第１号様式 第１号様式 

 （第２号様式 略）  （第２号様式 略）
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改正後 改正前 

第３号様式 第３号様式 
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改正後 改正前 

第４号様式 第４号様式 
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改正後 改正前 

第５号様式 第５号様式 
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改正後 改正前 

第６号様式(１) 第６号様式(１) 
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改正後 改正前 

第６号様式(２) 第６号様式(２) 
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改正後 改正前 

第７号様式 第７号様式 
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改正後 改正前 

第８号様式(１) 第８号様式(１) 
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改正後 改正前 

第８号様式(２) 第８号様式(２) 
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改正後 改正前 

第８号様式(３) 第８号様式(３) 
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改正後 改正前 

第９号様式 第９号様式 

（以下 略）
（以下 略）
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